
 

件   名  亀山市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例 

市民文化部 
保険年金室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

地方税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成２８年政令第１３３号。

以下「政令」といいます。）により、平成２８年４月１日から国民健康保険

税の基礎課税額等の課税限度額が引き上げられたため、所要の改正を行うも

のです。  

また、「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税

等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令」（平成２８年政令

第２２６号）により「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税に関する法律施行令」が改正され、平成２９年１月１

日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）国民健康保険税の基礎課税額（医療分）及び後期高齢者支援金等課税額

（後期高齢者支援金分）の課税限度額を政令で定める課税限度額に改正し

ます。 ＜第２条及び第２６条関係＞  

  現行  改正後  
基礎課税額  ５２万円  ５４万円  
後期高齢者支援金等課税額  １７万円  １９万円  

  

（参考）国民健康保険税の介護納付金課税額（介護分）の課税限度額（１６
万円）の改正は行いません。そのため、今回の改正により、国民健康保険
税の課税額（基礎課税額+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額）
の限度額は、８９万円になります。  

 

（２）「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律」（昭和３７年法律第１４４号）に規定する特例適用利子等の額

及び特例適用配当等の額を、所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得

金額に含めることとします。 ＜新附則第１５項及び新附則第１６項関係＞

 



 

３ その他  

  施行日等は、次のとおりとします。  

・（１）の施行日は、平成２９年４月１日とし、平成２９年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用します。  

・（２）の施行日は、平成２９年１月１日とし、施行日以後に支払を受ける

べき「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律」に規定する特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健

康保険税について適用します。  

 



亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

  平成２８年１２月２６日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第３３号  

 

亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 亀山市国民健康保険税条例（平成１７年亀山市条例第１５８号）の

一部を次のように改正する。  

第２条第２項中「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３項中

「１７万円」を「１９万円」に改める。  

 第２６条中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を「１９

万円」に改める。  

附則第１７項を附則第１９項とし、附則第１６項を附則第１８項

とし、附則第１５項を附則第１７項とし、附則第１４項の次に次の

２項を加える。  

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

１５  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５

項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する

特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第１１条及び

第２６条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第

１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）



 

に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第２６条におい

て「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

特例適用利子等の額」と、第２６条中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。  

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

１６  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特

例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又

は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第１１

条及び第２６条の規定の適用については、第３条第１項中「山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並

びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６

条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第２６条において「特例適用配当等の

額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、

第２６条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用配当等の額」とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則

第１７項を附則第１９項とし、附則第１６項を附則第１８項とし、



 

附則第１５項を附則第１７項とし、附則第１４項の次に２項を加

える改正規定（以下単に「附則第１４項の次に２項を加える改正

規定」という。）は、平成２９年１月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  次項に定めるものを除き、改正後の亀山市国民健康保険税条例

（以下「新条例」という。）の規定は、平成２９年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。  

３  新条例附則第１５項及び第１６項の規定は、附則第１４項の次

に２項を加える改正規定の施行の日以後に支払を受けるべき外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等

若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同法

第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に

規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。  


